
令和�年度

かごしまの「稼ぐ力」
加速化総合補助金のご案内

売上増加や
販路拡大に

つながる取組を
支援します。

▶ 申請方法

申請先・
お問い合わせ先 T E L  ： ���-���-���� （ �:��～��:�� 土日祝日除く ）    FAX ： ���-���-����

　　　　

かごしまの「稼ぐ力」加速化総合補助金事務局

● 申請から補助金交付決定までの流れ

※ 補助事業の実施にあたっては、様々なルールがありますので、「申請要領」や「Q&A」などをあらかじめご確認のうえ、
 申請してください。

�� 交付申請書の入手
専用ホームページ（https://kasegupower-total.pref.kagoshima.jp）へアクセスし、申請要領等を確認の上、交付申請書をダウンロード
してください。

�� 交付申請書の作成

�� 交付申請書の提出

電子申請

郵 送

専用ホームページ    https://kasegupower-total.pref.kagoshima.jp

〒���-����　鹿児島東郵便局留 かごしまの「稼ぐ力」加速化総合補助金事務局　宛

※マイページ登録の上、申請フォームに入力してください。

※原則として書類をA４サイズに統一し、左上１箇所をクリップ留めしてください。（ホッチキス留めは不可）

※添付書類�～�は、写しをご提出ください。　※上記以外で、補足資料の提出を求める場合があります。
※詳細は専用ホームページ（下記参照）の申請要領等を御確認ください。

申請要領 事務局による審査 交付決定・通知交付申請書の作成及び
提出書類の準備

交付申請

申請書類１
交付申請書・事業計画書

申請書類�
収支予算書

申請書類�
誓約書

申請書類�
チェックリスト

添付書類１
法人税確定申告書別表一、貸借対照表、損益計算書 （販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書を含む）【 法 人 の 場 合 】
青色申告・・・所得税及び復興特別所得税確定申告書第一表、損益計算書、貸借対照表
白色申告・・・所得税及び復興特別所得税確定申告書第一表、収支内訳書

【個人事業主の場合】

添付書類�
納税証明書（県税及び市町村税について未納がないことの証明）
※申請日以前３ヶ月以内のもの　※「市町村税について未納がないことの証明」は、本店又は主たる事務所がある市町村のもの
※県税の未納証明書は地域振興局・支庁で、市町村税は各市役所・町村役場の税証明担当窓口でそれぞれ取得可能

添付書類�
履歴事項全部証明書 （申請日以前３ヶ月以内のもの）【 法 人 の み 】

【個人事業主のみ】身分証明書 （顔写真付）

添付書類�

申請金額の妥当性が分かる書類の写し

（ｱ）【これから発注等行う場合】
●  見積書（もしくは価格表や価格が分かるカタログ等の写し）
 ※明細のわかる見積書（「一式等」は不可）　※契約(発注)先�件当たりの見積合計額が��万円（税抜）以上の場合は相見積書が必要。

上記書類等において明確に金額の妥当性を確認できるもの。

●  見積書［契約(発注)先�件当たりの見積合計額が��万円（税抜）以上の場合は相見積書も必要］
 ※明細のわかる見積書（「一式等」は不可）
●  発注書・発注請書（又は契約書）　※５０万円以上は発注書、発注請書。１００万円以上は契約書

●  納品書
●  請求書
●  支払の証明（入出金明細等）

（ｲ）【補助金交付決定前に支出された経費がある場合】

※申請書類の郵送を希望される場合は、事務局へお問い合わせください。　※専用ホームページ内の申請フォームからも申請いただけます。



県内の中小企業・小規模事業者（個人事業主含む）が、物価高騰・人手不足等の厳しい経営環境に対応できるようにするため、国内外の展示
会への出展や商品・企業ＰＲによる販売促進、ＥＣサイトの開設・拡充など、稼ぐ力の向上に向けて販路拡大につながる営業力強化を図る取
組を幅広く支援します。
また、海外企業との取引拡大等のための認証取得による組織力強化や、専門スキルの習得及び資格取得等による中核人材の育成の取組な
ど、より投資効果が高い取組に対し、重点的に支援します。
※この事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金／重点支援地方交付金」を活用しています。

令和８年５月２８日（木）～令和８年７月１５日（水）
（先行審査 申込期限　令和８年６月３０日（火））

令和８年３月��日（水）から令和９年１月��日（日）まで
※ 上記期間内に発注（契約）、納品（注）、および支払い（クレジットカードの場合、対象経費全額の引き落とし）までの一連の
 取組が実施されていること

通常枠 重点支援枠

国内外の展示会への出展や、商品・企業ＰＲによる販売促進、ＥＣ
サイトの開設・拡充などの取組を幅広く支援します。

大手企業や海外企業との取引拡大のためのＩＳＯ等の認証の申請・
取得や、企業の中核となる人材の育成のための専門スキル習得や資
格取得など、より投資効果が高い取組については、支援内容を拡充
します。

１００万円
補助

上限額補助率
2
3 以内 以内3

4補助率 3００万円
補助

上限額

※ ハード導入経費や汎用性があるものに係る経費、補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できない経費等は対象外。
※ パソコン、プリンタ、車両など機器や機材の購入費は補助対象外。
※ 上記に掲げる経費で、令和８年３月２５日（水）から令和９年�月��日（日）までに発注（契約）、納品、支払いが実施されたものに限る。

通常枠 重点支援枠

販路開拓や販路拡大等のために、展示会に出展する事業
（例）展示会や商談会への出展、出展に伴う輸送費、オンライン商談会の

 実施など

● 展示会出展（商談取引等の機会獲得による営業力強化への支援）

企業や商品等の訴求力向上に向けた取組に関する事業
（例）ＰＲ用動画の作成、試供品の配布や説明会の実施、広告掲載、マーケ

 ティング分析、パッケージデザイン改良、営業マニュアル作成、インバウ
 ンド対応など

● 販売促進（商品・企業ＰＲによる営業力強化への支援）

販路開拓や販路拡大等のために、ＥＣサイトを開設・拡充する事業
（例）ＥＣサイトの開設、ECサイトの多言語化対応、モール型ＥＣサイトへの

 出店など

● ＥＣサイト開設・拡充（デジタル化による営業力強化への支援）

かごしまの「稼ぐ力」加速化総合補助金 売上増加や販路拡大につながる取組を支援します。

▶ 事業内容・目的

▶ 補助対象者

展示会出展経費、広告宣伝費、ＥＣサイト制作経費、認証申請・取得経費、研修費、外注委託費、旅費 等

▶ 補助対象経費

▶ 募集期間

▶ 補助率及び補助上限額

❶ 県税及び市町村税の未納がない者であること。

❷ 補助事業内容が、要項等で規定する稼ぐ力の加速化に資する取組であること。

❸ 他の制度等により同一事業で補助金又は助成金を受けている事業ではないこと。

❹ 前各号に掲げるもののほか、その他事務局が適当でないと判断する者ではないこと。

鹿児島県内に本店又は主たる事務所を有する※中小企業支援法第２条第１項に規定する中小企業者（みなし大企業を除く）であり、以下の
要件を満たすもの。
※「鹿児島県内に本店又は主たる事務所を有する」とは、法人の場合は法人税確定申告書別表一の「納税地」に、個人事業者の場合は所得税及び復興特別
 所得税確定申告書第一表の「現在の住所又は居所事業所等」に、鹿児島県内の住所が記載されていることをいいます。

●  展示会・・・展示会に出展すること
●  組織力強化・・・認証の申請又は取得

●  販売促進・・・ＰＲ動画等の発注品の受領
●  中核人材育成・・・研修の受講完了

●  ＥＣサイト・・・作成したＥＣサイトの稼働開始

補助対象
事業実施期間

※ 交付決定日（原則、申込期限の��日後）時点において、既に一連の取組を完了しており、その後、営業力強化に向けた取組が実施されない事業は、
 補助対象外となります。交付決定日以降も取組がなされる計画を作成してください。

注：納品とは主に以下のことをいいます。

締切日の２３時５９分まで

令和８年８月１７日（月）～令和８年１０月５日（月）
（先行審査 申込期限　令和８年９月��日（水・祝））

● １次募集 ● ２次募集

先行審査申込期限までに申請された方は、それ以降に申請された方よりも２～３週間程度早く交付
決定を受けることができます。なお、交付決定時期は、申請状況により変わることがあります。
※予算の執行状況によっては、２次募集を行わないこともあります。

電子申請

郵 送 締切日の当日消印有効

▶ 事業実施スケジュール

�次募集

※審査結果は、文書にて速やかにお知らせします。
　交付決定を行った事業者については、専用ホームページ等で事業者名、事業テーマ等を公表します。

※令和�年�月��日(火)以前に発注された費用は対象外です。

事業実施
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＜補助対象外＞一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人／
ＮＰＯ法人／医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人／任
意団体／風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年
法律第百二十二号）第２条に該当する者（料理店、ゲームセンターを除く）／地方
公共団体／その他、本補助金による支援が適当でないと知事が認めるもの

※ 補助対象経費が２５万円未満となる取組は対象外 ※補助対象経費が１５０万円以下となる取組は対象外

専門スキルの習得や資格取得のために、社員に１人あたり
��時間以上の研修等を受講させる取組

● 中核人材育成

※ 「重点支援枠」で申請を希望する場合、上記のいずれかの取組
 を実施することが必須となります。なお、「通常枠」の取組も
 含めて申請することは可能です。

ＩＳＯシリーズ等の認証の申請・取得
● 組織力強化（認証取得に向けた体制整備）

※ 「組織力強化」の対象となるＩＳＯシリーズは以下のとおりです。
 その他の認証に関しては、コールセンターにご相談ください。

・ＩＳＯ９００１

・ＩＳＯ１３４８５

・ＩＳＯ１４００１

・ＩＳＯ２２０００

・ＩＳＯ２２３０１

・ＩＳＯ２７００１

・ＩＳＯ３９００１ 

・ＩＳＯ４５００１



県内の中小企業・小規模事業者（個人事業主含む）が、物価高騰・人手不足等の厳しい経営環境に対応できるようにするため、国内外の展示
会への出展や商品・企業ＰＲによる販売促進、ＥＣサイトの開設・拡充など、稼ぐ力の向上に向けて販路拡大につながる営業力強化を図る取
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また、海外企業との取引拡大等のための認証取得による組織力強化や、専門スキルの習得及び資格取得等による中核人材の育成の取組な
ど、より投資効果が高い取組に対し、重点的に支援します。
※この事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金／重点支援地方交付金」を活用しています。
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 取組が実施されていること

通常枠 重点支援枠

国内外の展示会への出展や、商品・企業ＰＲによる販売促進、ＥＣ
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取得や、企業の中核となる人材の育成のための専門スキル習得や資
格取得など、より投資効果が高い取組については、支援内容を拡充
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※ ハード導入経費や汎用性があるものに係る経費、補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できない経費等は対象外。
※ パソコン、プリンタ、車両など機器や機材の購入費は補助対象外。
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 出店など
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かごしまの「稼ぐ力」加速化総合補助金 売上増加や販路拡大につながる取組を支援します。
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❶ 県税及び市町村税の未納がない者であること。

❷ 補助事業内容が、要項等で規定する稼ぐ力の加速化に資する取組であること。

❸ 他の制度等により同一事業で補助金又は助成金を受けている事業ではないこと。

❹ 前各号に掲げるもののほか、その他事務局が適当でないと判断する者ではないこと。

鹿児島県内に本店又は主たる事務所を有する※中小企業支援法第２条第１項に規定する中小企業者（みなし大企業を除く）であり、以下の
要件を満たすもの。
※「鹿児島県内に本店又は主たる事務所を有する」とは、法人の場合は法人税確定申告書別表一の「納税地」に、個人事業者の場合は所得税及び復興特別
 所得税確定申告書第一表の「現在の住所又は居所事業所等」に、鹿児島県内の住所が記載されていることをいいます。

●  展示会・・・展示会に出展すること
●  組織力強化・・・認証の申請又は取得

●  販売促進・・・ＰＲ動画等の発注品の受領
●  中核人材育成・・・研修の受講完了

●  ＥＣサイト・・・作成したＥＣサイトの稼働開始

補助対象
事業実施期間

※ 交付決定日（原則、申込期限の��日後）時点において、既に一連の取組を完了しており、その後、営業力強化に向けた取組が実施されない事業は、
 補助対象外となります。交付決定日以降も取組がなされる計画を作成してください。

注：納品とは主に以下のことをいいます。

締切日の２３時５９分まで

令和８年８月１７日（月）～令和８年１０月５日（月）
（先行審査 申込期限　令和８年９月��日（水・祝））

● １次募集 ● ２次募集

先行審査申込期限までに申請された方は、それ以降に申請された方よりも２～３週間程度早く交付
決定を受けることができます。なお、交付決定時期は、申請状況により変わることがあります。
※予算の執行状況によっては、２次募集を行わないこともあります。

電子申請

郵 送 締切日の当日消印有効

▶ 事業実施スケジュール

�次募集

※審査結果は、文書にて速やかにお知らせします。
　交付決定を行った事業者については、専用ホームページ等で事業者名、事業テーマ等を公表します。

※令和�年�月��日(火)以前に発注された費用は対象外です。
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＜補助対象外＞一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人／
ＮＰＯ法人／医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人／任
意団体／風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年
法律第百二十二号）第２条に該当する者（料理店、ゲームセンターを除く）／地方
公共団体／その他、本補助金による支援が適当でないと知事が認めるもの

※ 補助対象経費が２５万円未満となる取組は対象外 ※補助対象経費が１５０万円以下となる取組は対象外

専門スキルの習得や資格取得のために、社員に１人あたり
��時間以上の研修等を受講させる取組

● 中核人材育成

※ 「重点支援枠」で申請を希望する場合、上記のいずれかの取組
 を実施することが必須となります。なお、「通常枠」の取組も
 含めて申請することは可能です。

ＩＳＯシリーズ等の認証の申請・取得
● 組織力強化（認証取得に向けた体制整備）

※ 「組織力強化」の対象となるＩＳＯシリーズは以下のとおりです。
 その他の認証に関しては、コールセンターにご相談ください。

・ＩＳＯ９００１

・ＩＳＯ１３４８５

・ＩＳＯ１４００１

・ＩＳＯ２２０００

・ＩＳＯ２２３０１

・ＩＳＯ２７００１

・ＩＳＯ３９００１ 

・ＩＳＯ４５００１



令和�年度

かごしまの「稼ぐ力」
加速化総合補助金のご案内

売上増加や
販路拡大に

つながる取組を
支援します。

▶ 申請方法

申請先・
お問い合わせ先 T E L  ： ���-���-���� （ �:��～��:�� 土日祝日除く ）    FAX ： ���-���-����

　　　　

かごしまの「稼ぐ力」加速化総合補助金事務局

● 申請から補助金交付決定までの流れ

※ 補助事業の実施にあたっては、様々なルールがありますので、「申請要領」や「Q&A」などをあらかじめご確認のうえ、
 申請してください。

�� 交付申請書の入手
専用ホームページ（https://kasegupower-total.pref.kagoshima.jp）へアクセスし、申請要領等を確認の上、交付申請書をダウンロード
してください。

�� 交付申請書の作成

�� 交付申請書の提出

電子申請

郵 送

専用ホームページ    https://kasegupower-total.pref.kagoshima.jp

〒���-����　鹿児島東郵便局留 かごしまの「稼ぐ力」加速化総合補助金事務局　宛

※マイページ登録の上、申請フォームに入力してください。

※原則として書類をA４サイズに統一し、左上１箇所をクリップ留めしてください。（ホッチキス留めは不可）

※添付書類�～�は、写しをご提出ください。　※上記以外で、補足資料の提出を求める場合があります。
※詳細は専用ホームページ（下記参照）の申請要領等を御確認ください。

申請要領 事務局による審査 交付決定・通知交付申請書の作成及び
提出書類の準備

交付申請

申請書類１
交付申請書・事業計画書

申請書類�
収支予算書

申請書類�
誓約書

申請書類�
チェックリスト

添付書類１
法人税確定申告書別表一、貸借対照表、損益計算書 （販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書を含む）【 法 人 の 場 合 】
青色申告・・・所得税及び復興特別所得税確定申告書第一表、損益計算書、貸借対照表
白色申告・・・所得税及び復興特別所得税確定申告書第一表、収支内訳書

【個人事業主の場合】

添付書類�
納税証明書（県税及び市町村税について未納がないことの証明）
※申請日以前３ヶ月以内のもの　※「市町村税について未納がないことの証明」は、本店又は主たる事務所がある市町村のもの
※県税の未納証明書は地域振興局・支庁で、市町村税は各市役所・町村役場の税証明担当窓口でそれぞれ取得可能

添付書類�
履歴事項全部証明書 （申請日以前３ヶ月以内のもの）【 法 人 の み 】

【個人事業主のみ】身分証明書 （顔写真付）

添付書類�

申請金額の妥当性が分かる書類の写し

（ｱ）【これから発注等行う場合】
●  見積書（もしくは価格表や価格が分かるカタログ等の写し）
 ※明細のわかる見積書（「一式等」は不可）　※契約(発注)先�件当たりの見積合計額が��万円（税抜）以上の場合は相見積書が必要。

上記書類等において明確に金額の妥当性を確認できるもの。

●  見積書［契約(発注)先�件当たりの見積合計額が��万円（税抜）以上の場合は相見積書も必要］
 ※明細のわかる見積書（「一式等」は不可）
●  発注書・発注請書（又は契約書）　※５０万円以上は発注書、発注請書。１００万円以上は契約書

●  納品書
●  請求書
●  支払の証明（入出金明細等）

（ｲ）【補助金交付決定前に支出された経費がある場合】

※申請書類の郵送を希望される場合は、事務局へお問い合わせください。　※専用ホームページ内の申請フォームからも申請いただけます。


